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①自家用有償旅客運送（概要）
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②自家用有償旅客運送（手続き）
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平成２６年８月に運輸局から講師を招き、関係者を集めた勉強会を開催し、自家用有償旅客運送
の必要性について一定の理解をいただいた。

平成２７年５月に「佐渡市自家用有償旅客運送運営協議会」を設置し、福祉有償運送について２
団体が登録されている。

協議内容
地域において介護福祉タクシーが不足している現状を確認し、申請団体の運送内容について合意した。
（不足している現状の確認については、事前に交通事業者へのヒヤリングを実施）

登録団体
①小規模多機能型居宅介護事業所 「ささえ愛あいの山」 金井地区大和
（平成28年３月30日登録）
○輸送対象者 ： 入所者 ２５名 ○使用車両 ： 軽自動車 ２台（車いす対応）
○主な輸送先 ： 佐渡総合病院

②地域密着型特別養護老人ホーム 「金泉ふれあいの杜」 相川地区北狄
（平成28年10月17日登録）
○輸送対象者 ： 入所者 ２７名 ○使用車両 ： 普通自動車 １台（ストレッチャー対応）

軽自動車１台（車いす対応）
○主な輸送先 ： 相川病院、佐渡総合病院

③自家用有償旅客運送（佐渡市の現状）


